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１． 事業者名及び代表者名

ブレイヴ株式会社

代表取締役：　鈴木　洋平

２． 所在地

静岡県静岡市葵区柚木105-6

３． 会社履歴

法人設立　1971年9月 資本金　1000万円 事業年度　当年9月～翌年8月

４． 環境管理の責任者及び担当者氏名、連絡先

環境管理責任者：代表取締役　　鈴木　洋平

担当者　　　　　　：代表取締役　　鈴木　洋平　　　　　

連絡先　TEL054-264-0048

５． 事業の概要

・油水分離槽清掃 ・産業廃棄物収集運搬

・一般廃棄物収集運搬 ・消防設備維持管理

６． 事業の規模（事業年度：当年9月～翌年8月）

単位 51期 50期 49期

百万 130 120 120

ｔ 0.00 0.00 0.00

ｔ 1,733 1,617 1,645

件 2,146 2,098 2,079

件 254 259 245

本 1,424 1,217 1,357

人 11 10 10

㎡ 60 60 60

受託した産業廃棄物処理量実績

収集運搬量
（ｔ）

中間処理量
(t)

再資源化量
(t)

再資源化率
(%)

0
865.6
688.82
69.32
65.94
10.36

0
7.54
0

8.4
16.6

７． レポートの運用期間及び発行日
運用期間（2021年9月1日～2022年8月31日）
発行日（2022年10月 15日）

８． 対象範囲（認証・登録範囲）

対象活動：産業廃棄物収集運搬、消防設備維持管理
対象組織：【段階的認証】本社（収集運搬部門、営業経理部門、消防設備維持管理部門）
2023年9月から中間処理場岡部工場の認証拡大予定
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廃バッテリー

廃プラスチック類
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Ⅰ　組織の概要

売上高

一般廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬

従業員数

ガラス屑

鉄

廃棄物等種類

汚泥
廃タイヤ

一般廃棄物

実績
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9． 産業廃棄物の種類

<許可品目の総括表>

1 静岡県 第02201017833号
令和元年6月9日
令和6年6月8日 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○

2 愛知県 第02300017833号
令和元年11月27日
令和6年11月1日 〇 ○ ○ ○

3 山梨県 第01900017833号
令和3年8月13日
令和8年8月12日 〇 ○ ○ ○ ○ ○

4 長野県 第2009017833号
令和4年2月7日
令和9年2月6日 〇 ○ ○ ○ ○

5 神奈川県 第01405017833号
令和3年11月22日
令和8年9月5日 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇

6 埼玉県 第01100017833号
令和3年6月4日
令和8年4月11日 〇 ○ ○ ○ ○ ○

1 静岡県 第02221017833号
令和4年5月10日
令和9年5月9日 〇

1 島田市 島地環第120号
令和4年1月9日
令和6年1月8日

2 吉田町 第3-2号
令和元年8月20日
令和5年8月19日

3 牧之原市 第3-6号
令和元年8月22日
令和5年8月21日

4 御前崎市 御環第277.号
令和3年10月4日
令和5年10月3日

10． バキュームダンパー：４台
アルミバン：　2ｔ車：３台
ﾌｯｸﾛｰﾙ：　４ｔ車：１台
クレーン付きトラック：　３ｔ車：1台
ワンボックス：　２ｔ車：1台
作業車：　乗用車：2台
営業車：　ハイブリット車：2台

許可品目

ガ
ラ
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ず
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紙
く
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油

産業廃棄物収集運搬業
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プ
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維
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木
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属
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ず

事業系一般廃棄物

NO
許可年月日　及び

　有効期限
許可ＮＯ都道府県

家庭系一般廃棄物（多量のものに限る）

汚
泥

一般廃棄物収集運搬業

家庭系一般廃棄物（多量のものに限る）

燃
え
殻

廃
ア
ル
カ
リ

が
れ
き
類

許可品目

事業系一般廃棄物

産業廃棄物処理業 許可品目

認証登録範囲外

認証登録範囲外

２



＜環境管理組織における機能＞

① 環境経営全般に対しての責任と権限
② 環境経営方針の作成と社員への周知
③ 実施体制の構築
④ 全体の評価と見直し

① 環境経営活動の推進
② 環境経営目標及び環境経営計画の作成
③ 環境経営推進会議の実施

① 各部門のデータのまとめ
② 環境経営計画の予実績管理
③ 環境負荷・環境への取組みの自己チェックの実施
④ 環境管理責任者補佐
⑤ 環境関連法規制等最新版管理
⑥ 文書・記録の管理

① 環境経営計画の実施
➁ 問題点の把握と是正の実施
③ 推進会議の出席
④ 従業員教育

作成日：2020年12月1日
作成者：鈴木　洋平

鈴木　洋平

（代表取締役社長）

対象範囲：全組織・全活動

収集・運搬部門

（エコリーダー）

消防設備維持管理部門

（エコリーダー）（エコリーダー）

営業・経理部門

EA-21活動事務局

EA-21活動事務局

各部門

Ⅱ　実施体制

鈴木　洋平

環境管理責任者

経営責任者

（経理部）

経営責任者

環境管理責任者

（代表取締役社長）

３



1．
１） 電気、軽油、ガソリンの省エネルーギー活動の推進
２） 自社及び収集・運搬廃棄物のリサイクル向上に努めます

2． 環境経営システムの継続的な改善を実行し、環境汚染を未然に防止できる体制を構築します

3． 環境関連法規制等の遵守
環境関連法規制及びその他の規制を遵守致します　　

4． 環境コミニュケーションの積極的実施

5．

制定日
ブレイヴ株式会社
代表取締役社長　鈴木　洋平

Ⅲ　　環境経営方針

2020年12月1日

[環境経営理念]

[基本方針]

全員で環境保全活動を展開し、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、の削減に努めま

全員参加で環境活動に取り組みながら、地域社会と歩んで行きます

経済・社会・政策等の状況を踏まえ、環境経営の継続的改善を推進します

経営理念に基づき、本業である収集・運搬を通じて、環境問題への取り組みや地域の環境活動に積
極的に取り組みます。

　当社は、環境理念に基づいた環境経営システムを構築し、環境負荷を軽減すると共に、環境に配
慮した継続的な活動を展開いたします。

　社内においては、全従業員に、この環境経営方針及び必要事項を周知し、全社員参画による取組
を展開します。

４



１．運用期間（2021年9月〜2022年8月）の環境目標

基準期間

2019年9月
〜

２０20年8月

基準値 目標削減率 目標値

㎏-CO2 84,889 -2％ 83,191

購入電力 kwｈ 5,459 -2％ 5,350

ガソリン L 8,834 -2％ 8,658

軽油 L 23,801 -2％ 23,325

都市ガス ｍ３ 190 -2％ 186

ｔ 24.24 -2％ 23.76

t - - -

ｔ 0.072 -2％ 0.071

㎥ 75 -2％ 74

排出事業者への分別指導 件 - 10

＜備考＞

基準年度

2019年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

2019年9月
〜

2020年8月

2021年9月
〜

2022年8月

2022年9月
〜

2023年8月

2023年9月
〜

2024年8月

2024年9月
〜

2025年8月

㎏-CO2 84,889 -2％ -3％ -4％ -5％

購入電力 kｗｈ 5,459 -2％ -3％ -4％ -5％

ガソリン L 8,834 -2％ -3％ -4％ -5％

軽油 L 23,801 -2％ -3％ -4％ -5％

都市ガス ｍ３ 190 -2％ -3％ -4％ -5％

ｔ 24.24 -2％ -3％ -4％ -5％

t - - - - -

ｔ 0.072 -2％ -3％ -4％ -5％

㎥ 75 -2％ -3％ -4％ -5％

排出事業者への分別指導 件 - 10 15 20 30

＜備考＞

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力（2017年度）の調整後排出係数「0.472㎏-CO2/kWh」を使用した。

一般廃棄物排出量

水使用量

産業廃棄物排出量

一般廃棄物排出量

水使用量

単位項目

産業廃棄物排出量

内訳

目標年度

内訳

産業廃棄物中間処分量

二酸化炭素排出量

１．「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力（2017年度）の調整後排出係数「0.472㎏-CO2/kWh」を使用した。

産業廃棄物中間処分量

２．中長期の環境目標

二酸化炭素排出量

Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

運用期間

2021年9月
〜

2022年8月

５



9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月

① 消灯の徹底（１回／週チェックする）

② 使用していない部屋の消灯

① クールビズ、ウォームビズ

② フィルター定期清掃

③ 使用していない部屋の空調停止

④ 新規空調設備への代替え、及び導入検討

① エコドライブ

② 日常・定期点検の実施

③ 省エネ車の導入検討

④ 排ガス対応車の導入検討

都市ガス 湯沸器 竹村 ① 使用時間規制

① コピー用紙の両面使用

② 封筒の再利用

③ 集約化購買

④ FAXのPDF化

⑤ ３Rの実践

⑥ 廃棄物の分別とリサイクル

① ルートの新規開拓

② 新規顧客の開拓

水使用量の削減 上水 竹村 ① 節水表示

① 分別方法を示した冊子を作成

② 取引先への教育(冊子の配布と説明)

Ⅴ　環境経営計画

大高

乗用車
トラック
ホーク

空調 竹村

購入電力

二酸化炭素の削
減

照明

区分

排出事業者への
分別指導

大高

竹村

竹村

ガソリン
・

軽油

（運用期間：2021年9月～2022年8月）

活動項目
スケジュール

目的

事務所

現場

廃棄物の削減

武田

責任者項目

６



①運用期間（2021年9月〜2022年8月）の実績

目標
削減率

目標値
実績

削減率
実績値 評価

-2％ 83,191 60.6% 133,645 ×

購入電力 -2％ 5,350 8.3% 5,793 ×

ガソリン -2％ 8,657 4.2% 9,024 ×

軽油 -2％ 23,325 82.0% 42,450 ×

都市ガス -2％ 186 12.8% 210 ×

-2％ 23.76 -61.9% 9.05 〇

-2％ 0 7.7% 0.076 ×

-2％ 74 -12.9% 64 〇

排出事業者への分別指導 10件 7件 ×

＜評　価＞

②次年度の環境経営目標
1.リサイクル率の高い処分場選定

2.各処分場ごとのﾙｰﾄ、お客様ごとのﾙｰﾄ再設定し、地区担当ではなく効率を重視へ再編成

3.排出事業者様へ、電子マニフェスト使用の提案

4.３ヶ月に１度目標値と実績値の比較し、原因の早期発見と是正を行う

単位

二酸化炭素

23,801

190

一般廃棄物排出量

5,459

8,834L

産業廃棄物排出量

㎥

ｔ

㎏-CO2

75

24.24

84,889

―

ｔ

0.072

水使用量

件

①油水分離槽清掃件数増加と共に、作業車で使用する軽油使用料の増加の為

二酸化炭素

是　正
①再度取組内容を全員に徹底、ルートの効率化

➁3ヶ月に1度目標値と実績値の比較会議の実施

原　因

㎥

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

項目

基準期間

2019年9月
〜

2020年8月

基準値

kwｈ

運用期間

内訳 L

2021年9月〜2022年8月

軽油

原　因
①基準年より油水分離槽清掃件数が67件増加の為

是　正
①清掃件数、汚泥回収量の増加によるもの。再度効率の良いﾙｰﾄを検討。

➁増加傾向であるため、目標値の再設定を検討

７



今後（次年度）の取組

評価 内容 内容

① 消灯の徹底（１回／週チェックする） ○ 徹底されている 継続実施

② 使用していない部屋の消灯 〇 実施された 継続実施

① クールビズ、ウォームビズ ○ 実施された 継続実施

② フィルター定期清掃 〇 実施された 継続実施

③ 使用していない部屋の空調停止 ○ 実施された 継続実施

④ 新規空調設備への代替え、及び導入検討 △ 1部実施 継続

① エコドライブ ○ 月一度実施 継続実施

② 日常・定期点検の実施 ○ 徹底されている 継続実施

③ 省エネ車の導入検討 × 計画作成 継続

④ 排ガス対応車の導入検討 × 計画作成 継続

湯沸器 ① 使用時間規制 〇 実施された 継続実施

① コピー用紙の両面使用 ○ 徹底されている 継続実施

② 封筒の再利用 ○ 徹底されている 継続実施

③ FAXのPDF化 〇 実施された 継続実施

④ ３Rの実践 △ 再度徹底 継続実施

⑤ 廃棄物の分別とリサイクル ○ 月一度チェック 継続実施

① ルートの新規開拓 △ 計画作成 継続実施

② 新規顧客の開拓 〇 実施された 継続実施

水使用量の削減 上水 ① 節水表示 〇 実施された 継続実施

リサイクル率 ① リサイクル率の高い処分場の選定 △ 一部実施 継続実施

① 分別方法を示した冊子を作成 ○ 配布 継続実施（強化）

② 取引先への教育 △ 一部実施 継続実施（強化）

③ 電子マニフェスト加入の進め ー 実施

＜備考＞

　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

排出事業者への
分別指導

活動項目目的

廃棄物の削減

（運用期間：2021年9月～2022年8月）

評価
項目

照明

空調

事務所

乗用車
トラック
ホーク

二酸化炭素の削減

現場

８



Ⅷ　当社の取組み

◆社内注意書きで社員の意識づけ◆

◆経営資源の投入◆

2013年製エアコンから2021年製エアコンに変更
設置場所から、選定機種を変更し、200Vから100Vエアコンに変

更。
期間消費電力量を1636ｋｗｈから730ｋｗｈに。

順次、新型に変更を検討。

９



１． 環境関連法規の遵守状況
当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2022年9月2日
評価者　環境管理責任者　鈴木　洋平

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守評価

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
・保管基準の遵守、保管場所の表示（60cm×60cm　以上
掲示）
・廃棄物の悪臭・飛散防止

○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 〇

第12条の3第3項 収集・運搬業者の管理票交付者へのマニフェスト返 B1票の90日以内の送付等 ○

第12条の3第4項
中間処理業者の管理票交付者へのマニフェスト返
却

D票の180日日以内の送付等 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 ○

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施
運搬又は処分業者からのＢ2（90日以内）,D,E票（180日以
内）の期間内返却

○

第14条第1項
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業
者の許可

県知事の許可 ○

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の遵守 産業廃棄物収集運搬業者 ○

第14条の2
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業
者許可等変更

県知事の許可 ○

第15条 産業廃棄物処理施設設置の許可
・廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場等
・都道府県知事の許可

該当なし

第16条 不法投棄の禁止 ○

第5条 規制基準値の遵守 ○

第5条 規制基準値の遵守 ○

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 該当なし

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出 使用開始から30日以内に県知事へ提出 該当なし

第11条 指定検査機関による水質に関する検査の実施 法定検査の実施（１回／年） 該当なし

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化
法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等へ
の適切な引き渡し、料金の支払

指定家電廃棄時のサイクル料金の支払 〇

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

第55条 乗車又は積載の方法 設備された場所以外の乗車又は積載の禁止 ○

第70条 安全運転の義務 危害を及ぼさないような速度と方法で運転 ○

第74条 車両等の使用者の義務 交通法規の遵守 ○

道路運送車両法 第47条の2 日常点検整備及び定期点検整備
・日常点検整備
・定期点検整備（3か月点検整備 、6か月点検整備 、１年点
検整備）

○

消防法 第9条の4 指定可燃物の届出 紙屑、プラスチック類 ○

第52条 騒音基準の遵守義務 ○

第79条 振動基準の遵守義務 ○

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

法律
リサイクル法（資源の有効な利用の促進に関
する法律）

第4条
指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃
棄）

パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

２． 違反、訴訟等の有無

関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

静岡県生活環境の保全等に関する条例

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律）

法令

静岡県条例

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条
例

義務

騒音規制法

Ⅸ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

責務・
努力

〇

法律・条例

振動規制法

浄化槽法

自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源
化等に関する法律）

道路交通法
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作成　 2022年10月15日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

ブレイヴ株式会社

代表取締役　  鈴木洋平

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

　引き続き新型コロナウイルス感染対策、インフルエンザ等季節性ウイルス感染予防の為、必要部分の増加はあ
る。新型コロナウイルス、季節性感染症など、毎年流行すると予想されるので、他の部分改善できるものを検討しよ
り一層環境活動計画に積極的に取り組んでいきます。
基準年度より、作業員が2名増えた。油水分離槽清掃件数や汚泥処理量の増加もあり、軽油やガソリンの使用が
増えた。ルート見直しを令和3年4月からスタートしたが、再度見直し検討。
また、東部、西部の汚泥処理場で処分をしていたが、中部に弊社処理場を設け、さらに効率性を求め見直しを検
討。
事務所内では、旧型のエアコンを新型にし、更に必要最低限の能力の機種に変更。今後他のエアコンも変更検
討。

　今後に向けて複数回の話し合いをし、環境方針や環境マネジメントシステム等、、目標を達成するよう全体的に見
直すことを環境管理責任者に指示しました。

見直し項目

項    目

取引先、業界、関係行政機関、その他の外部動向

清掃件数や、人員が増えたこともあり見直
しを検討

未達成の目標については活動計画を見直
し手段を増やすこと

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施状況

環境に関する組織（実施体制含め）

その他のシステム要素

その他（外部への対応）

環境経営計画

環境経営目標

二酸化炭素排出量大幅増

継続して取り組みます。

記録に記載いたしました。

エコアクション21文書

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営計画及び取り組み実施状況

環境関連法規要求一覧及び遵守状況

特に問題ありませんでした。

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

2022年10月15日

：（必要に応じて評価・コメント記載）

１
・
見
直
し
関
連
情
報

その他（                                            ）

継続して取り組みます。

継続して取り組みます。

記録・文書として作成しました。✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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